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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】亀の子型のたわしの繊維の部分における擦り洗
い性能と水分や洗剤の保持性能とを両立させ、洗浄性能
を向上させることができるたわしを提供する。
【解決手段】たわし１は、撚り合わされた芯線１１から
なる芯体１０と、多数の繊維の中間部が撚り合わされた
芯線１１の間に挟み込まれ、その繊維が芯体１０の外周
から略放射状に突出することで形成されている洗浄体２
０と、を備え、洗浄体２０は、硬質かつ太径の繊維２１
ａの集合からなる擦り洗い部２１と、軟質かつ細径の繊
維２２ａの集合からなる保水部２２と、が芯体１０の長
手方向に一定幅かつ交互に設けられている。擦り洗い部
２１が洗浄対象物の汚れを良好に擦り取り、保水部が洗
剤や水分を良好に保持するため、擦り洗い性能と保水性
能を両立することができる。擦り洗い部２１に隣接して
保水部２２が設けられているため、擦り洗い部２１に保
水部２２から随時洗剤や水分が補充され、洗浄性能が向
上する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　撚り合わされた芯線からなる芯体と、
　多数の繊維の中間部が前記撚り合わされた芯線の間に挟み込まれ、その繊維が芯体の外
周から略放射状に突出することで形成されている洗浄体と、を備え、
　前記洗浄体は、硬質かつ太径の繊維の集合からなる擦り洗い部と、軟質かつ細径の繊維
の集合からなる保水部と、が前記芯体の長手方向に一定幅かつ交互に設けられている、た
わし。
【請求項２】
　前記各保水部の幅は、３ｍｍ～１５ｍｍである請求項１に記載のたわし。
【請求項３】
　前記保水部を形成する繊維は、捲縮性を有する繊維である請求項１又は２に記載のたわ
し。
【請求項４】
　前記捲縮性を有する繊維は、直径が０．０４～０．１ｍｍのポリプロピレン繊維である
請求項３に記載のたわし。
【請求項５】
　前記芯体は、環状に湾曲している請求項１から４のいずれかに記載のたわし。
【請求項６】
　前記芯体に先端部が固定され、後端部を把持可能な柄をさらに備える請求項1から5のい
ずれかに記載のたわし。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、たわしに関する。
　より詳しくは、擦り洗い性能と水分や洗剤の保持性能とを両立させたたわしに関する。
【背景技術】
【０００２】
　二つ折りした芯線の間に、多数の繊維の中間部を挟み込み、芯線を撚り合わせることに
より、繊維の集合が撚り合わせた芯線の外周から略放射状に突出するようにし、さらに芯
線を環状に湾曲させることで作成される、いわゆる亀の子型のたわし（亀の子たわしは登
録商標）が知られている。
　この種のたわしは、その全体を手で握ったうえで、芯線の外周から放射状に突出する繊
維を洗浄対象物に擦りつけることにより、洗浄作業をおこなうものである。
【０００３】
　ここでこの種のたわしの繊維は、ヤシの繊維やシュロの繊維など比較的硬質かつ太径の
ものが用いられ、擦り洗い性能には優れているが、保水性能が劣っている。
　したがって、この種のたわしに洗剤や水分を含ませようとしても、すぐに流れ出てしま
うため、泡立ちが悪く、洗浄性能に劣る欠点があった。
【０００４】
　そこで特許文献１のように、環状のたわし本体の中心に、スポンジ等からなり洗剤の吸
収性に優れた芯材を挿入したたわしが考案されている。
　このようなたわしは、洗剤や水分が芯材に保持された状態で洗浄作業が可能であるため
、従前のものと比較して泡立ちが優れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－６６６７５号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかし、特許文献１のたわしの場合、洗浄対象物に擦りつけられるたわし本体の繊維と
、芯材とが分離した状態に設けられているため、芯材に含まれた洗剤や水分がたわし本体
の繊維へと行きわたらず、洗浄性能に改善の余地があった。
【０００７】
　そこで本考案の解決すべき課題は、多数の繊維の中間部を芯線で挟み込み、その芯線を
撚り合わせることにより、各繊維が撚り合わせた芯線の外周から略放射状に突出するよう
にして作成されたたわしについて、その繊維の部分における擦り洗い性能と水分や洗剤の
保持性能とを両立させ、洗浄性能を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記した課題を解決するため、考案にかかるたわしを、撚り合わされた芯線からなる芯
体と、多数の繊維の中間部が前記撚り合わされた芯線の間に挟み込まれ、その繊維の集合
が芯体の外周から略放射状に突出することで形成されている洗浄体と、を備え、前記洗浄
体は、硬質かつ太径の繊維の集合からなる擦り洗い部と、軟質かつ細径の繊維の集合から
なる保水部と、が前記芯体の長手方向に一定幅かつ交互に設けられている構成としたので
ある。
【０００９】
　このように構成すれば、硬質かつ太径の繊維の集合からなる擦り洗い部が洗浄対象物の
汚れを良好に擦り取り、擦り洗い部の繊維と比較して軟質かつ細径の繊維の集合からなる
保水部が洗剤や水分を良好に保持するため、擦り洗い性能と保水性能を両立することがで
きる。
　擦り洗い部に隣接して保水部が設けられているため、擦り洗い部に保水部から随時洗剤
や水分が補充されることになり、擦り洗い部において洗剤や水分が枯渇することがなく、
洗浄性能が向上する。
【００１０】
　保水部の幅は３ｍｍを下回ると、幅が狭すぎて洗剤や水分の保持性能が落ちてしまい、
幅が１５ｍｍを上回ると、幅が広すぎて擦り洗い部の幅を大きくとることができず擦り洗
い性能が落ちてしまうため、３ｍｍ～１５ｍｍであるのが好ましい。
　前記保水部を形成する繊維は、捲縮性を有する繊維であると、保水部がその繊維同士の
からまりにより独立気泡の発泡体のような網目構造となり、保水性が向上するため好まし
い。
　前記捲縮性を有する繊維は、直径が０．０４～０．１ｍｍのポリプロピレン繊維である
のが、軟質かつ細径の繊維として、汎用されている安価なものであるため好ましい。
【００１１】
　前記芯体は、棒型に直線状に延びているものでもよいが、Ｏ字型やＵ字型に環状に湾曲
しているものでもよく、このように芯体が環状に湾曲しているものはいわゆる亀の子型た
わしとなる。
【００１２】
　前記たわしは、柄を有さず、前記洗浄体の一部を直接把持して用いるタイプのたわしで
もよいが、先端部が前記芯体に固定され、後端部を把持可能な柄を備える、柄付きタイプ
のたわしであってもよい。
【考案の効果】
【００１３】
　考案にかかるたわしを以上のように構成したので、擦り洗い部による擦り洗い性能と保
水部による水分や洗剤の保持性能とが両立し、また保水部から擦り洗い部へと水分や洗剤
が随時補充されるため、洗浄性能が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態のたわしの（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図
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【図２】実施形態のたわしの製造工程を示す概略図
【図３】他の実施形態のたわしの（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は側面図
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ本考案の実施形態について説明する。
　図１のように、実施形態のたわし１は、いわゆる亀の子型のたわしであって、環状の芯
体１０と、芯体１０の外周から突出する繊維から構成される洗浄体２０と、を備え、洗浄
体２０に洗剤や水分を含ませた状態で、洗浄体２０の一部を把持し、これを洗浄対象物に
擦りつけることで洗浄作業をおこなうものである。
【００１６】
　芯体１０は、鋼線などの折り曲げ可能な芯線１１により形成されている。芯線１１は二
つ折りにした状態で撚り合わされ、かつ撚り合わされたものを環状に湾曲させ、両端部が
近接した状態に成形されている。
　より詳しくは、芯線１１は二つ折りした際の折り返し部分を、フック等に引っかけ可能
なようにリング部１２に成形しておき、芯線１１の重なり合う両端部を、このリング部１
２の根元にそれぞれ巻きつけることで形成されている。
　かかる芯体１０の構造は、従来のいわゆる亀の子型たわしと同様である。
【００１７】
　洗浄体２０は、芯体１０の長さ方向に所定の幅を有して交互に並列する、擦り洗い部２
１と保水部２２とを有する。
　擦り洗い部２１は、洗浄対象物に擦りつけた際の擦り洗い性能が良好なものに構成され
ており、保水部２２は、洗剤や水分を保持する保水性能が良好なものに構成されている。
　ここで擦り洗い部２１と保水部２２はいずれも繊維の集合からなり、擦り洗い部２１の
繊維２１ａは保水部２２の繊維２２ａと比較して硬質かつ太径であり、逆に保水部２２の
繊維２２ａは擦り洗い部２１の繊維２１ａと比較して軟質かつ細径である。
【００１８】
　擦り洗い部２１の繊維２１ａの種類は特に限定されず、硬質の天然繊維としてパーム繊
維やシュロ繊維が、硬質の合成繊維としてポリプロピレン繊維、ナイロン繊維、ポリエチ
レン繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維が例示できる。かかる繊維２１ａとして、従
来のいわゆる亀の子型たわしで用いられている繊維はすべて適用可能である。
　擦り洗い部２１の繊維２１ａの硬さや径も保水部２２の繊維２２ａよりも硬さや径が大
きい限りにおいて特に限定されないが、径としては０．５～１ｍｍが例示できる。
　保水部２２の繊維２２ａの種類は特に限定されないが、軟質の合成繊維としてポリプロ
ピレン繊維、ナイロン繊維、ポリエチレン繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維が例示
できる。
　保水部２２の繊維２２ａの硬さや径も擦り洗い部２１の繊維２１ａよりも硬さや径が小
さい限りにおいて特に限定されないが、径としては０．０５～０．１ｍｍが例示できる。
【００１９】
　擦り洗い部２１の繊維２１ａは、図１（ａ）のように、捲縮性を有さない、いわゆる直
毛タイプのものが好ましい。直毛状のものは、洗浄対象物に端部（エッジ）が当たりやす
く擦り洗い性能が良好だからである。
　また、保水部２２の繊維２２ａは、図１（ａ）のように、捲縮性を有するタイプが好ま
しい。捲縮性を有する繊維同士が絡まり合うことで、連続気泡の発泡体に類似した網目構
造が生まれるため、内部に水分が保持されやすく、保水性能が特に良好だからである。
　保水部２２の繊維２２ａとして、径が０．０５～１ｍｍで軟質かつ捲縮性を有するポリ
プロピレン繊維が安価で入手容易なものとして、好適に用いられる。
【００２０】
　擦り洗い部２１の芯体１０の長手方向に対する幅は特に限定されないが、５～２０ｍｍ
が例示できる。
　幅が５ｍｍを下回ると擦り洗い部２１の領域が小さすぎて擦り洗い性能が低下する恐れ
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があり、幅が２０ｍｍを上回ると擦り洗い部２１の領域が大きすぎて保水部２２を十分に
確保できず、保水性能が低下する恐れがあるからである。
　また、保水部２２の芯体１０の長手方向に対する幅は特に限定されないが、３～１５ｍ
ｍが例示できる。
　幅が３ｍｍを下回ると保水部２２の領域が小さすぎて保水性能が低下する恐れがあり、
幅が１５ｍｍを上回ると保水部２２の領域が大きすぎて擦り洗い部２１を十分に確保でき
ず擦り洗い性能が低下する恐れがあるからである。
　ここで、擦り洗い部２１の幅の数値範囲の上限および下限が、保水部２２の幅の数値範
囲の上限および下限よりも大きいのは、たわし１においては、擦り洗い性能を一定以上確
保しない限りは、保水性能をいくら向上させても、良好な洗浄性能を得がたいからである
。
　擦り洗い部２１と保水部２２の並列数は特に限定されないが、それぞれ１０～１５個程
度が例示できる。
　１５個を上回ると擦り洗い部２１や保水部２１の幅が狭くなって、擦り洗い性能や保水
性能が低下する恐れがあり、１０個を下回ると保水部から擦り洗い部へと水分や洗剤が行
き渡りにくくなる恐れがあるからである。
【００２１】
　このような洗浄体２０は、たとえば図２のようにして製造される。
　すなわち、まず上述のように芯体１０を作成する際に、二つ折りする芯線１１の間に、
両端を切り揃えた、それぞれ所定の厚みを持った、擦り洗い部２１用の繊維２１ａの集合
体と、保水部２２用の繊維２２ａの集合体とを二層に重ね合わせ、あらかじめ挟み込んで
おく。
　繊維２１ａ、２２ａはその略中間部が芯線１１に挟み込まれ、挟み込んだ状態で芯線１
１の長さ方向と繊維２１ａ、２２ａの長さ方向とはほぼ直交している。
　この状態から芯線１１を撚り合わせると、各繊維２１ａ、２２ａは自身が挟み込まれた
箇所の芯線１１の捻じれ具合に応じて芯体１０の外周方向に回動し、所定の角度で保持さ
れる。
　これにより、各繊維２１ａ、２２ａは芯体１０の外周に沿って螺旋状に展開し、かつそ
の螺旋のピッチが撚り工程が進行するにつれ密になることで、洗浄体２０を全体としてみ
れば、芯体１０の外周方向に略放射状に繊維２１ａ、２２ａが突出した状態となる。
　かかる作業は、芯線１１の二つ折り箇所に形成されるリング部１２にフックを引っかけ
、かつ芯線１１の重なり合う両端部をクランプした状態で、フックを軸周りに回転させる
ことによりおこなわれるのが通常である。
【００２２】
　さらに洗浄体２０の外周には、合成樹脂などからなる押さえベルト２３がはめ込まれて
いる。
　洗浄体２０の各繊維２１ａ、２２ａは、その中間部に所定幅の押さえベルト２３が外周
から押し付けられることで、芯体１０の外周から略放射状に突出する状態は維持しつつも
、その突出方向がたわし１の上面および底面へと傾くように矯正されている。たわし１の
洗浄対象物に擦りつける面は、主として上面および底面であるため、繊維２１ａ、２２ａ
がこの両面に向けて傾くことで洗浄作業の効率が上がる。
　押さえベルト２３は、帯状部材を環状に湾曲させることで、芯体１０と同様に平面視略
楕円形をなしており、かつ芯体１０よりもその楕円の径がやや大径となっている。
　帯状部材の両端部にスリットが形成され、環状に湾曲させ、そのスリットの位置が合わ
さった状態で芯体１０のリング部１２を通すことで、押さえベルト２３は、芯体１０に固
定されている。
【００２３】
　図３に、本考案の他の実施形態を示す。
　この実施形態では、たわし１に柄３０が付属しており、柄３０の後端部を握って洗浄作
業をおこなうものである。
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　たわし１に対する柄３０の取り付け態様は特に限定されないが、図３では、たわし１を
柄３０の先端部の凹部３１はめ込み、芯体１０のリング部１２を柄３０の凹部３１内で適
宜手段により固定している。
　柄３０の後端部のグリップ箇所には、窓３２が設けられており、フック等に引っかけ可
能となっており、たわし１をフック等に吊り下げられるようになっている。
【００２４】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本考案の
範囲は実用新案登録請求の範囲によって示され、実用新案登録請求の範囲内およびこれと
均等の意味でのすべての修正と変形を含む。
【００２５】
　たとえば、実施形態ではたわし１を環状に湾曲させて成形しているが、たわしの形状は
これに限定されず、たとえば直線状に成形された棒型のものとしてもよい。棒型のものに
ついても、柄を付属させることが可能である。
　また、押さえベルト２３は省略可能である。実施形態のたわし１において、さらに上記
特許文献１のように、中心にスポンジ等からなり洗剤の吸収性に優れた芯材を挿入しても
よい。
【符号の説明】
【００２６】
１　たわし
１０　芯体
１１　芯線
１２　リング部
２０　洗浄体
２１　擦り洗い部
２１ａ　繊維
２２　保水部
２２ａ　繊維
２３　押さえベルト
３０　柄
３１　凹部
３２　窓
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